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報 告

通園療育と摂食指導

一覧園児への継続指導の必要性について一

本村　文子1），鑓：水　浩二2），小森　穂子3）

篠崎　昌子4），川崎　葉子5），内田　　武6）

〔論文要旨〕

　発達障害児ではしばしば摂食機能にも障害がある。通園療育において摂食指導は重要なプログラムの

ひとつであり，個々に応じた指導を行っている。しかし就学後は学校での指導および家庭での実践，摂

食指導外来の継続状況に差がみられた。摂食指導外来と学校，家庭で良好な連携をはかることができた

場合は，さらに機能向上がみられたが，児童の摂食機能評価や指導方針について3者間に差がある場合，

機能の停滞あるいは後退の可能性がみられた。’卒園後は摂食指導外来，学校，家庭の3者が一層綿密に

連携を図っていく必要がある。

Key　words＝通園療育，摂食指導，一人食べ，肢体不自由児，知的障害児

1．緒 言

　発達障害児の通園療育は，保育活動を基礎に

身体機能や認知機能ならびに社会性の向上など

を目的として，多職種が連携して行う包括的な

療育活動である。とりわけ「チームアプローチ

による摂食指導」は，重要な療育プログラムの

ひとつである11。

　肢体不自由児通園施設に在園中に摂食指導を

受けた児の，卒園後の摂食の状況と問題点を検

討し，今後の指導に反映させることを目的とし

て調査を行った。

皿．対象および方法

　対象は平成6年以後，通園療育で摂食指導を

受け，現在学齢に達している卒園児209名（当

園では入園時に摂食機能評価を行っている）の

うち，現在摂食指導外来で指導中の16名（年齢

6～15歳，主な障害は肢体不自由8名，知的障

害8名でうち2名が気管切開）と，参考として，

継続指導が必要であると思われるが，現在中断

している2名（年齢6～7歳，主な障害は肢体

不自由1名，知的障害1名）の計18名である

（表1）。指導中の16名のうち通園時からの指導

継続例はll名，就学後の指導再開例は5名であ

る。18名の在籍校は養護学校15名（肢体不自由

10名，知的障害5名），ろう学校1名，障害児

学級2名である。「指導記録」ならびに「画像

記録」を分析し，摂食機能の変化と関連すると

思われる外来での指導内容，学校，家庭での対

応を検討した。就学後は指導が自然中断となっ

ていた2名を含め9名については，学校での実
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際の食事場面を観察評価した。いずれも観察最終

時点において，「摂食・嚥下機能発達段階」（図1）

を用いて評価した。なお摂食指導外来は歯科医

師，小児科医師，歯科衛生士，栄養士，保育士，児

童指導員，看護師，理学療法士，作業療法士，言語

聴覚士がチームを形成し，任にあたっている。

表1　対象児一覧

主な

瘧Q
症例

初診時

N齢
事例 指導 現在年齢 障害分類 在籍校 摂食・嚥下機能

1 2歳 継続 10歳 1（気管切開） 養護学校（肢体不自由） 向上

2 3歳 継続 10歳 1 養護学校（肢体不自由） 向上

3 1歳 継続 9歳 皿　● 養護学校（肢体不自由） 向上

4 5か月 A 継続 8歳 1 養護学校（肢体不自由） 向上肢
体
不
自
由

5 11か月 継続 7歳 H 養護学校（肢体不自由） 向上

6 3歳 継続 7歳 1 養護学校（肢体不自由） 向上

7 2歳 C 再開10歳 15歳 1 養護学校（肢体不自由） 向上

8 2歳 再開12歳 14歳 1 養護学校（肢体不自由） 不変

9 6歳 F 中断 8歳 H 養護学校（肢体不自由） 後退

10 10か月 継続 10歳 IV 養護学校（知的障害） 不変

11 1歳 継続 9歳 I
V

養護学校（知的障害） 不変

12 2歳 継続 9歳 V（気管切開） ろう学校 向上

13 1歳 B 継続 8歳 V 養護学校（知的障害） 向上
知
的
障
害

14 1歳 D 継続 7歳 V 障害児学級 不変

15 6か月 再開9歳 10歳 IV 養護学校（知的障害） 向上

16 2歳 再開6歳 7歳 I
V

養護学校（知的障害） 向上

17 3歳 再開6歳 7歳 V 障害児学級 向上

18 3歳 E 中断 7歳 IV 養護学校（肢体不自由） 後退

障害分類 1．重症心身障害，ll．重度肢体不自由，

V．中～軽度精神遅滞

m．中～軽度肢体不自由，Iv．重度精神遅滞，

蹴一二造型上世：響慧1醸灘瀦姓魏轟難惣、1 鯉鱗：葛飾灘～瞬

経口摂取準備期 拒食，過敏など

嚥下機能獲得期 むせ，乳児様嚥下，逆嚥下，舌突出など

捕食機能獲得期 口唇からのもれ，スプーン噛み，過開口など

押しつぶし機能獲得期 丸のみ，舌突出など

　　経口摂取準備食

ｽ初期食

l中期食

ｽ後期食

l幼児食

すりつぶし機能獲得期 丸のみ，口角からのもれ，三島時の口唇閉鎖不全など

自食準備期 おいてある食器に口をつける，流し込む，押し込むなど

手づかみ食べ機能獲得期 手でロへ押し込む，引きちぎる，こぼすなど

食具食べ機能獲得期 食品で押し込む，流し込む，こぼすなど

図1　摂食機能発達段階とそれに応じた食物形態

　　　（文献2），3），4）より引用作成）
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皿．結 果

　対象児18名を表1に示した。重症心身障害6

名，重度肢体不自由3名，重度精神遅滞5名，

中～軽度精神遅滞4名であった。再開した5名

の指導再開に至った経過を，表2に示した。指

導側と保護者の間で，児の摂食機能評価の認識

に差がみられた結果，保護者にはその必要性の

理解がなく指導が中断している2名は，ともに

肢体不自由児養護学校に在学中である。

　以下に具体的に事例を呈示し，経過について

検討した。

1．指導を継続し機能向上がみられた事例

　事例A：8歳女児

　通園時：’自力移動が困難な重度のけい直型四

肢麻痺と緊張があり，乳児期より経鼻経管栄養

実施（図2－a）。通園では全身ならびに口周囲

や口腔内過敏に対し脱感作を継続した結果，過

敏がとれ緊張が軽減した（図2－b）。そして正

常嚥下を獲得した。さらに口唇閉鎖もできるよ

うになり，昼食は一一程度経口摂取が可能にな

った（図2℃）。しかし強い緊張に対し，姿勢

の工夫が必要で，座位保持椅子に長時間座るこ

とは困難であった。

　卒園後：就学後は摂食指導外来での「口唇介

助をする。緊張時は無理に椅子を使用せず抱っ

こでの介助をする。」という方針，さらに「経

管栄養も併用しながら，経口摂取を無理なく進

めていく。」という保護者の意見を尊重し，姿

勢の工夫や座位保持椅子の利用，口唇介助など

を教員が主体的に実施した。本児の摂食期の段

階は，嚥下機能獲得期から捕食機能獲得期であ

り，安全に且つ確実な正常嚥下の獲得を一番の

目標にした。入学当初は経管栄養と経口摂取が

半量ずつであったが，約1年の経過で昼食は全

量経口摂取可能となった。

　事例B＝8歳女児

　通園時＝本児は，軽度知的障害のある奇形症

候群で乳児期より摂食を拒否していた。そのた

め，保護者と協力して，長期間経管栄養，ペー

スト食を無理強いせず試みていた（図3－a）。

通園を経験し次第に口唇で捕食し，一部介助を

入れながら，スプーンやフォークを使い一人食

べもするようになった（図3－b）。

　卒園後：就学後は，母が学校に同行し，学校

と食形態を相談し，入学当初に提供された，学

校側の考える後期食は本丁の機能ではまだ処理

が難しく，口腔機能にとってより処理し易い中

期食を等量程度取り入れた。その結果，無理な

く経口摂取を継続して進めている。また，摂食

指導外来には教員も同行し，指導内容を3者で

共有している。7歳で経管栄養から離脱。常に

食事の形態は易しく，家庭と学校の歩調が一致

している。児の食事に対する意欲も増した。

表2　指導再開例5名の受診契機

症例 現在年齢 障害 指導再開の契機 再開時年齢

7 15歳 1
肺炎で入院中にVFで誤嚥を指摘され，全面経管栄養となった．経口摂

謐ﾄ開に向け，保護者が指導を希望し受診．
10歳

8 14歳 1

肺炎罹患の既往．むせあり．学校での食事中，パルスオキシメーターの

白l低下，誤嚥を心配した学校から，姿勢や介助法について指導を受け

驍謔､，すすめられて受診．

12歳

15 10歳 IV
肢体不自由から知的障害の養護学校に転校し，指導方法を知りたい学校

ﾌすすめで受診．
9歳

16 7歳 IV 丸飲み，詰め込み食べなど食べ方が下手なことに，家族が気づいて受診． 6歳

17 7歳 V
食物を口に溜めてしまい，なかなか嚥下しないことに，家族が気づいて

f．
6歳

障害分類　1．重症心身障害，H．重度肢体不自由，

　　　　V．中～軽度精神遅滞

皿．中～軽度肢体不自由，IV．重度精神遅滞，
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　　　　　　　　図2－a

事例A

入園時（1歳0か月）：過敏あり，緊張強い。

　　　　　　　　　図2－b

　通園時（4歳0か月）：過敏がとれ緊張が軽減し，

正常嚥下獲得。

；llk；ag

甑欄1

驚・．

　　謙畷

　　　　　　　　　図2－c

　口唇閉鎖もできるようになり，昼食は半量程度経

口摂取が可能になった。（4歳0か月）

2．指導を再開し機能向上がみられた事例

　事例C＝15歳男児

　通園時：重度の四肢麻痺，全身の緊張あり，

幼児期は通園を継続し，過敏消失し，正常嚥下，

捕食時の口唇閉鎖も獲得し（嚥下機能獲i得期か

ら，捕食機能獲得期）卒園した。

小児保健研究

事例B

　初診時（1歳1か月）

を払いのけている。

図3－a

＝摂食を拒否し，介助者の手

　　　　　　　　　図3－b

　通園時（5歳11か月）：口唇で捕食し，スプーン，

フォークを使い一人食べをしている。

　卒園後：その後，摂食指導外来での経過観察

がなかった。10歳で肺炎に罹患，誤嚥検：査（VF）

で誤嚥が確認され，以後全面経管栄養となった。

保護者は経口摂取を希望し，摂食指導を再開し

た。過開口と過敏，逆嚥下がみられ（図4－a），

摂食機能評価では経口摂取準備期に機能低下し

ていた。鼻呼吸訓練，過敏の除去，ガムラビン

グ指導と嚥下時の顎介助を指導。まもなく正常

嚥下を再獲得。介助下では捕食時の口唇閉鎖も

可能になった（図4－b）。入院時はVFで誤嚥

ありと診断され，また耳鼻科診察でファイバー

スコープでの咽頭喉頭機能不良と診断された。

しかし，1年後の診察では改善しており，経管

栄養主体で少量ずつ経口摂取を進めている。

3．指導を継続しているが停滞している事例

　事例D＝7歳男児

　通園時：ダウン症候群で通園時は口唇を使っ

Presented by Medical*OnlinePresented by Medical*Online
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　　　　　　　　図4－a

事例C

再開時（10歳）：過開口，過敏，逆嚥下がみられる。

　　　　　　　　　図4－b

　1年後（13歳）：過敏消失し，正常嚥下再獲得。介

助により，捕食時の口唇閉鎖が可能となった。

た捕食，押しつぶしはほぼできていた（図5－a）。

3歳7か月時に，保育園に転熱したが介助員が

つき，適度な介助と食形態に関する外来指導の

内容は継続された。

　卒園後：学校（障害児学級）では一人食べへ

の促しに指導がおかれ，姿勢の崩れ，上顎前歯

での引っ掛け食べがみられ（図5－b），口唇を

使った捕食，押しつぶしが不十分であった。学

校給食の形態は普通食で，はさみで切って細か

くしただけである。外来指導では，口腔内処理

がしゃすいように，食物自体を柔らかくし，ト

ロミをつけるなどの形態の工夫をし，また介助

食べも多くして，捕食をしっかりするように指

導している。保護者は摂食指導外来での指導事

項を学校に伝えたが，食形態の工夫や介助食べ

の必要性について，学校の理解は得られていな

い。
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　事例D

　通園時（3歳7か月）

がほぼできていた。

図5－a

口唇での捕食，押しつぶし

懸

鯛
熱

嘱
灘
．

癬
『
㌧
灘

　　　　　　　　　図5－b

　学校（6歳10か月）二姿勢の崩れ，上歯での引っ掛

け食べがみられる。

4．外来指導を中断し機能が後退している事例

　（参考事例）

　事例E＝7歳女児

　通園時：5歳より歩行を開始した精神運動遅

滞児。偏食が強く，捕食時口唇閉鎖なし（図6）。

通園では介助食べをしながら，口唇介助と声か

けにより，捕食時の口唇閉鎖ができるようにな

った。6歳より一般保育園に並行通園をし，強

い好き嫌いは改善し，自立のための一人食べへ

の促しあり。

　卒園後＝学校では，自立にむけさらに一人食

べをすすめており，再度，口唇を閉鎖せず，上

顎前歯に引っ掛けて食べることが多くなってい

る。

　事例F＝8歳男児

　通園時：不随意運動の混合する四肢麻痺，簡

単な会話は可能である。幼稚園での統合保育を

経験し一人食べを促されていた。6歳で転入園
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時，丸飲み，逆嚥下がみられた（図7－a）。摂

食外来にて捕食時と嚥下時に顎介助，、すりつぶ

し機能不全に対し練習が必要と指導した。保護

者や，職員の適切な介助により，正常嚥下を獲

得した（図7－b）。

　卒園後：就学後は自立に向け，学校では一人

争

訟

’1

ｰ

。劃

　　　　　　　　　図6

　事例E

　入園時（3歳10か月）：捕食時，

い。

口唇閉鎖ができな

　事例F

　初診時（6歳0か月）

嚥下がみられる。

図7　一a

：詰め込み食べ，丸飲み，逆

　　　　　　　　図7－b

卒園時（6歳3か月）：正常嚥下を獲得。

小児保健研究

食べをすすめられているが，時間がかかり最後

の方は疲れて，自分で詰め込んで食べ，逆嚥下

となっている。

　指導が自然中断となっていた肢体不自由，知

的障害各1名は，すりつぶしが少しできていた

ため，学校での摂食機能評価は高く，捕食機能

が獲得できていないまま一人食べをしているた

め，摂食機能は逆に後退していた。

】1．考 察

　通園時からの指導継続例のうち，肢体不自由

の6名では全例で機能向上がみられた。特に経

管栄養の3名では全面的利用から一部利用にす

ることができた。また知的障害の5名中，2名

は機能が向上し経管栄養から離脱できた。こう

した8名ではいずれも摂食指導外来，保護者，

学校の歩調が揃い，よく連携をはかることがで

きていた。

　指導を再開し機能向上がみられた事例の受診

契機は表2のように，肺炎の罹患2名，丸飲み

こみ，詰め込み食べなどに家族が気づいて2名，

転校を契機に保護者の希望！名であった。本事

例のように経口摂取再開にむけ，保護者が指導

を強く希望し受診した場合は，動機も明瞭であ

り，一定の機能向上までは指導の成果が順調に

みられた。しかし学校のすすめによる受診では，

保護者は指導の必要性に対する認識が薄く，そ

の結果指導回数を重ねても持参する食物形態や

介助方法に変化がみられない事例もあった。

　指導を継続しているが停滞している事例で

は，指導に拘らず学校と家庭で食物形態に不一

致や，早急な一人食べへの促しがあると，機能

の向上はみられなかった。同様に養護学校在学

中の知的障害の2名も，一人食べを促したい学

校と保護者の考えがあり，摂食機能の向上は停

滞している。

　先に提示した事例6名の摂食機能の変化を図

示したのが図8である。正常嚥下，捕食，押し

つぶし，すりつぶしの4つの機能につき3段階

に評価をした6）。指導を継続した経過良好例で

は，卒園時，就学後にかけ順調に機能が向上し

た。指導を再開し経過良好例では就学後，一旦

機能は低下したが，再度指導後は改善がみられ

た。機能停滞例や指導中断し後退した例では，
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図8　事例6名の摂食機能の変化

卒園時の機能と同様か逆に後退した。

　就学後の機能変化に関係する要素を整理する

と図9のようであった。すなわち摂食指導外

来・学校・家庭の三者が綿密に連携し歩調を合

わせることが不可欠であった。

　学校教育においても摂食機能を重要視し，特

に重度重複障害児の在籍する肢体不自由児養護i

学校では，教職員の関心も高い6）7）。しかし就

学を機に，摂食指導は終了していることが多く，

通園療育で積み重ねた指導が保護者や，学校に

十分伝達されていないことも多い。

　また学校における身辺自立に向けた指導は重

要であるが，一人食べを急ぎ，せっかく獲得し

（十）促進的要素

（一）抑制的要素

〔家庭・学校〕

　　（十）適切な食（調理）形態の継続

　　（十）適切な介助の継続

　　（一）難しい食形態への変更

　　（一）介助不足（無理な一人食べの促しなど）

〔摂食指導外来〕

　　（十）綿密な三者連携の働きかけ

　（一）保護者への説明不足および連携不足

図9　就学後の機能変化に関係する要素
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た摂食機能が後退していないか，定期的な見直

しが必要である。児の自分で食べたいという気

持ちを尊重することも大切であるが，長期的に

みると，一人食べを急いだため，丸呑み，詰め

込み食べ，むせといった症状がみられた。一方，

肢体不自由児では，知的障害児に比べ，介助食

べが多く，結果的に口腔機能は維持しやすく，

これも指導継続した肢体不自由児6名全例で機

能向上がみられた要素となったと思われる。

　また，摂食機能の評価とともに，食形態の見

直しも重要である。例えば，そしゃく機能獲得

段階であっても，食品によっては押しつぶしで

の処理が難しいものもあり，丁寧な機能の観察

と食形態の工夫が必要である。

　また学校によっては，提供する食形態に差が

みられた。養護学校では摂食指導の必要性が認

識され8〕，あらかじめ再調理された形態で食事

が提供されているが，障害児学級では，普通食

以外の形態を用意するのは難しいのが現状であ

る。今後，こうした面での配慮も望まれる。幼

児期の通園療育と学校との連携が一層重要に

なってくるだろう。

　指導を再開した契機のひとつは，誤嚥性肺炎

であった。誤嚥を来す前に，適切な介助方法や

食形態の見直しを継続指導する必要があった。

障害が重度の児では，嚥下機能を定期的に評価

し，経口摂取のみに拘泥せず，時期をみて経管

栄養の併用も検討する必要があるだろう。

　ただし外来指導者は，「口から食べさせたい」

という「経口摂取に対する家族の思い」を尊重

しながら，児にとって最良の方法がなにかを，

共に考える姿勢で指導に臨む必要があるだろ

う。

小児保健研究

V．結 語

　発達障害児の摂食指導は，就学以後も学校，

家庭と摂食指導外来が連携し，継続する必要が

ある。

　本稿の内容は，第10回日本摂食・嚥下リハビリテー

ション学会（平成16年新潟）において発表した。
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